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令和 6 年 2 月定例教育委員会会議録 

 

日 時 

 

出席委員氏名 

 

出席を求めた事務局職員  

 

 

 

 

議案等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍聴者 

 

開会 

教育長あいさつ 

 

 

議事録署名者の指名 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

令和 6 年 2 月 22 日（木）13 時 30 分～14 時 30 分 

 

松本教育長、酒見委員、山口委員、西山委員、藤田委員 

 

教育部長（梶原）、教育総務課総務企画係長（南里）、 

学校教育課長（杉原）、生涯学習課長（伴）、 

市民図書館長（鴻上）、スポーツ課長（金子）、 

国スポ・全障スポ推進課長（松尾） 

 

議案第 1 号 伊万里市長感謝状の上申基準の一部を改正する基 

準制定について        

議案第 2 号 伊万里市教育委員会感謝状交付要綱の一部を改正 

する要綱制定について 

議案第 3 号 伊万里市教育委員会感謝状の贈呈について 

議案第 4 号 伊万里市教育委員会表彰被表彰基準の一部改正に 

ついて 

報告第 2 号 伊万里市体育施設の設置及び管理に関する条例施 

行規則の一部を改正する規則について 

報告第 3 号  伊万里市会計年度任用職員の任用について 

 

なし 

 

ただ今から、令和 6 年 2 月の定例教育委員会を開催します。 

本日は私のほか、委員全員ご出席いただいておりますので、

本会は成立となります。 

 

山口委員、藤田委員 

 

前回会議録の報告・承認に移ります。報告をお願いします。 

 

1 月定例教育委員会は、1 月 25 日（木）、第 3 会議室におい

て教育長及び委員全員出席のもと、開催しました。 

議事録署名者として、酒見委員、西山委員を指名させていた

だき前回会議録の報告を求め、承認をしたあと、教育長の報告

を受け、議案・議事の審議に入りました。 

はじめに、報告第１号 伊万里市いじめ問題対策委員会委員
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教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西山委員 

 

の委嘱について報告を行いました。 

次に、2 月定例教育委員会の日程について協議し、2 月 22 日

（木）13 時 30 分から第 3 会議室で開催することとし、閉会し

ました。 

以上、前回会議録についての報告でございます。 

 

前回会議録についての報告がありましたが、ご質問等はござ

いませんでしょうか。（なし。） 

 

それでは、ただ今の報告のとおり承認してよろしいでしょう

か。（はい。） 

それでは、前回会議録については承認とします。 

 

次に教育長の報告です。 

お配りされております時報「市町村教委」の巻頭言に、全国

市町村教育委員会連合会の会長である田邊俊治会長が執筆さ

れています。 

2 月 9 日に全国市町村教育委員会連合会の副会長会に出席し

た際に、田邊会長にお会いしました。田邊会長は石川県金沢市

在住で、現在の金沢市の教育の状況をお聞きしましたが、本当

に大変のようです。子どもたちが場所を変えて、ようやく全員

学校に通うことができるようになったそうですが、しばらくは

小学校も中学校も大変な状況が続くようです。まだまだ復旧に

は時間がかかりそうですが、しっかり子どもたちにも学びの場

があればいいなと思ったところです。 

2 月は叙勲の伝達を行いました。吉富伸克先生は、秋の叙勲

で瑞宝双光章をいただかれ、14 日に伝達させていただきまし

た。来週 27 日は梅谷喜久男先生に死亡叙位、光田紀美子先生

には死亡叙位・叙勲の伝達を行う予定です。 

最後に、教職員の人事異動についてですが、昨日、杵西藤津

地域の 6 回目の人事異動協議会がございまして、小中学校の先

生方の出入りの動きがほぼ終わったところです。この後、各市

町で配置を決めていくこととなります。先生方は 3 月中旬に内

示、3 月 22 日の修了式に新聞発表と同時にお別れの離任式を行

うこととなります。 

私からの報告は以上です。ご質問等はありませんか。 

 

石川県のお話がありましたが、伊万里市役所から石川県への

派遣されている様子は拝見しましたが、以前、東日本大震災の
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教育部長 

 

 

 

 

教育長 

 

酒見委員 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

教育長 

 

教育長 

 

教育総務課総務企画係長 

 

 

藤田委員 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

 

 

 

教育長 

時は、佐賀県教育委員会から教職員の派遣があっていたようで

す。当時は、かなり学校が混乱している状況であったようです

が、今回の石川県への教職員の派遣はあっているのでしょう

か。 

 

伊万里市の職員については、佐賀県からの要請を受け、職員

を派遣し、第 1 弾の職員はすでに帰ってきております。今は佐

賀県からの要請での職員派遣については規模縮小しているよ

うです。 

 

教職員への派遣要請はあっていないようです。 

 

県立中学校に進学する生徒の動向はわかりますか。 

 

今手元に資料がないので後程お伝えします。 

 

それでは、議案・議事の審議にはいります。本日は議案 4 件、

報告 2 件となっています。それでは、議案第 1 号 伊万里市長

感謝状の上申基準の一部を改正する基準制定について説明を

お願いします。 

 

（議案第 1 号について説明） 

 

ご質問・ご意見はありませんか。 

 

条文中に第 1 条はなくなるのですか。 

 

第 1 号、2 号がなくなりますので、本則のみとなるため第 1

条はなくなります。 

 

市内の小中学校で 10 年以上勤務する条件は関係なくなるの

ですか。 

 

教育委員会感謝状交付要綱にその条件があります。この改正

は、校長職が市長感謝状対象となっており、今回、校長職も教

育委員会感謝状の対象にするにあたり、条文を改正するもので

す。次号の議案でご説明させていただきます。 

 

 議案第 2 号まで説明を受けて決定したいと思いますので、続
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教育総務課総務企画係長 

 

教育長 

 

酒見委員 

 

 

 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

 

 

 

 

藤田委員 

 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

山口委員 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

けて説明をお願いします。 

 

（議案第 2 号について説明） 

 

では、議案第 1 号、2 号併せて質問をお願いします。 

 

これまでは、4 月に校長職でご退職された方には、その功績

をもって市長から感謝状贈呈、校長職以外の教職員の方で市内

での勤務が 10 年以上の方が教育委員会からとなっていました

が、すべて教育委員会からということですよね。11 月の表彰と

は違いましたよね。 

 

11 月は伊万里市教育委員会表彰となり、学校教育での功績や

スポーツ功労者などを対象としております。感謝状は教職員の

方が退職されたときにお渡しするものとして整理し、今回条文

を改正するものです。 

 

新旧対照表の改正後案の（2）市内の小学校、中学校及び義

務教育学校に 10 年以上勤務し、退職した教職員の後に（市長

表彰条例、市長感謝状の受賞者及び伊万里市職員を除く）とあ

りますが、除く条文はいるのですか？ 

 

現行第 2 条では 1～4 号まですべてにかかるようになってお

ります。1 号、4 号は変えることなく、2 号の退職された教職員

が伊万里市教育委員会表彰を受けていると感謝状を贈呈され

ないような条文となりますので、今回対象とするために改正す

るものです。 

 

3 号の記載に、特に感謝状を交付することが必要と認められ

る業績または行為があった者とあり、教職員の条件として 10

年以上でなくてもよいという捉え方でよいのですか。 

 

そのとおりです。 

 

10 年以上は必ず感謝状贈呈の対象者ということでよろしい

ですよね。 

 

感謝状贈呈の候補者として対象となります。市長感謝状自体

はありますが、今回から教育委員会感謝状でお渡しするよう変
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

教育長 

 

酒見委員 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

 

教育長 

 

 

酒見委員 

 

 

山口委員 

 

教育長 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務課総務企画係長 

更するものです。 

 

議案第 1 号で市長感謝状の上申基準を変更し、議案第 2 号で

教育委員会感謝状交付要綱の改正を行うものということです

ね。今まで行っていた教育委員会感謝状は教員のみであり、校

長職については市長感謝状対象となるので、教育委員会からは

外れていたということです。 

 それでは、議案第 1 号及び第 2 号は決定してよろしいでしょ

うか。（はい。） 

 

（議案第 3 号について説明） 

 

では、ご質問、ご意見をお願いします。 

 

 この方々は定年退職ではなく、退職希望者ということでしょ

うか。 

 

定年退職者は今回いらっしゃらなくて、定年退職取扱者とい

うことになります。 

 

定年延長となり、引き続き勤務の方は退職辞令をもらわれな

いので対象とならないことになります。 

 

 今年に限っては、定年延長により定年退職者はいないという

ことですね。 

 

今年 60 歳の方は来年が退職ということになるのですか。 

 

はい、そうなります。8 名の方に交付することになりますが、

4 月の感謝状贈呈式の日程は決まっていますか。 

 

 4 月 16 日（火）午後を予定しております。 

 

 教育委員会感謝状贈呈式では、市長、副市長は来賓としてご

臨席いただくことになります。それでは、第 3 号議案は異議ご

ざいませんか。（なし。）異議なしとして決定いたします。 

 続いて、第 4 号の説明をお願いします。 

 

（議案第 4 号について説明） 
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教育長 

 

西山委員 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課総務企画係長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

スポーツ課長 

 

教育長 

 

 

スポーツ課長 

 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

これが 11 月に行う表彰の分になります。 

 

対象は、校長職に限らず、顕著な功績の方も対象となられる

のでしょうか。 

 

推薦の対象にはあがってこられるかと思いますが、功績内容

を精査して審査いただくことになります。対象は校長職に限ら

ずになります。 

 

教育委員会感謝状は 4 月、教育委員会表彰式は 11 月に行っ

ていますが、必ずしもその時期でなくてもできるのですか。 

 

それは可能であります。 

 

退職時にあわせた 4 月の感謝状、文化の日にあわせた 11 月

の表彰という形で行うということですね。 

第 4 号はいかがでしょうか、異議ございませんか。（なし。）

異議なしと認めます。議案審議は以上です。 

報告に移ります。報告第 2 号の説明をお願いします。 

 

（報告第 2 号について説明） 

 

ご質問、ご意見をお願いします。 

国見台プールの現状を教えてください。 

 

3 月末までの工事を予定しており、順調に進んでおります。 

園庭の木も伐採し、車が入りやすいように道を広めにする準

備をしており、3 月末までには終了する予定です。 

 

報告第 2 号についてはよろしいでしょうか。（はい。） 

では、報告第 3 号の説明をお願いします。 

 

（報告第 3 号について説明） 

 

報告第 3 号についてご質問、ご意見をお願いします。（なし。） 

 

 それでは、その他に移ります。次回の定例教育委員会の日程

についてお願いします。 



7 

 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務課総務企画係長 

生涯学習課長 

スポーツ課長 

国 ス ポ ・ 全 障 ス ポ 推 進 課 長 

市民図書館長 

学校教育課長 

 

教育長 

 

 

酒見委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

教育長 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

酒見委員 

 

学校教育課長 

 

 

次回の定例教育委員会の日程については、3 月 27 日（水）、  

13 時 30 分から第 3 会議室で行いたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

よろしいでしょうか。（はい。） 

それでは、次回は 3 月 27 日（水）13 時 30 分から第 3 会議室

で行います。よろしくお願いします。 

次に、行事予定等の事務連絡をお願いします。 

 

 （行事予定等について説明） 

（行事予定等について説明） 

（行事予定等について説明） 

（行事予定等について説明） 

（行事予定等について説明） 

（行事予定等について説明） 

 

行事予定等、事務連絡がございました。ご質問等ございせん

か。 

 

 始業式は 4 月 8 日となっておりますが、だいぶ余裕がありま

すね。 

 

今年度から 6 日から 7 日に始業式を変更し、今年は日曜日で

あるため 8 日となっております。 

 

 卒業式への出席について説明をお願いします。 

 

教育委員の卒業式への参加について、それぞれ配置計画をし

ております。よろしくお願いします。 

 続きまして、2 月 28 日に南波多郷学館でロボットプログラミ

ング出前授業を行います。子どもたちの興味関心を高めるとい

うことを目的に、ＩＴ企業と連携し、プログラミングして実際

にロボットを動かしてみる取り組みを行う予定です。 

 

対象は何年生ですか。 

 

対象は 5、6 年生です。 
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西山委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

誘致 IT 企業とは伊万里市内にある IT 企業から来ていただ

き、2 時間弱でロボットを動かすまでの過程を参観するのです

か。 

 

はい。 

 

他にご質問等ございませんか。（なし。） 

それでは、以上をもちまして、令和 6 年 2 月の定例教育委員

会を閉会します。 

 

 

（14 時 30 分 閉会） 

 


